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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浸漬型入口ノズルであって、長手方向中心軸（ＬＡ）を有する略円筒状の本体と、使用
位置において前記ノズルの上端である前記ノズルの第１端部における入口ポート（１２）
から使用位置において前記ノズルの下端である前記ノズルの第２端部に向かって延びる通
路（１６）と、を有する浸漬型入口ノズルにおいて、
　前記ノズルの前記第２端部は底部（２２）を提供し、該底部は平坦であるか、又は外側
から見たときに凸状であるかのいずれかであり、
　前記通路（１６）は少なくとも１つの出口ポート（１８）に合流し、該出口ポートは、
流出する金属流れに所定のねじれを付与するためのスパイラル状又はヘリックス状の延長
部を有する長いスリットとして設計され、
　該スリットは、長手方向中心軸（ＬＡ）を備える平面に対して＜４５度の角度で配置さ
れた平面内に延在する、対向する鉛直方向の境界表面を有するとともに、前記底部（２２
）まで所定の距離を有する所定の位置から、前記底部（２２）の中に連続的に伸びている
ことを特徴とする浸漬型入口ノズル。
【請求項２】
　前記スリットの長さの５～３０％が、前記ノズルの底部（２２）内に延在することを特
徴とする請求項１に記載の浸漬型入口ノズル。
【請求項３】
　前記スリットは、その幅の３倍以上の長さを有することを特徴とする請求項１に記載の
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浸漬型入口ノズル。
【請求項４】
　前記ノズルの外周面に沿って互いに対して同一の角度で配置された、いくつかのスリッ
トを有することを特徴とする請求項１に記載の浸漬型入口ノズル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属学における使用のための、特に、例えば鉄溶融物及び非鉄溶融物の連続
鋳造におけるスラブの製造中に第１の金属学的ユニットから第２の金属学的ユニットへ溶
融金属を搬送するための浸漬型入口ノズル（ＳＥＮ：ｓｕｂｍｅｒｇｅｄ　ｅｎｔｒｙ　
ｎｏｚｚｌｅ）に関する。ＳＥＮは、以下ではノズルと称される。
【０００２】
　このような浸漬型入口ノズル（ＳＥＮ）が以下に記載され、そこではノズルの使用位置
（鋳込み位置）が参照され、液体金属の流れは、略鉛直かつ下方に向かう方向にノズルを
通過する。
【０００３】
　一般的なタイプの浸漬型入口ノズルは、特許文献１から既知であり、溶融金属をタンデ
ィッシュからインゴットの鋳型へ搬送するのに役立つ。
【０００４】
　その一般的な設計は以下の如くである。
・ノズルは長手方向中心軸を有する筒状本体を備える。この筒状本体は、以下の３つの区
画によって画定することができる。　
ａ）入口開口部（入口ポート）を備える上部区画；
ｂ）溶融物のための通路を備える中央区画であって、この通路が入口ポートから出口ポー
トへ延在する、中央区画；この通路は、ノズルの壁の内面によって円周方向に境界が定め
られている。このノズルの壁は、対向する（水平方向における）側部に２つの出口開口部
を備える。出口開口部は、出口ポートを形成しており、ノズルの壁の内面からノズルの壁
の外面まで延在する。出口開口部は、中央区画の壁部に沿って配置され、ノズルの長手方
向中心軸又は通路の垂直部に対してそれぞれ略半径方向に延在する。
【０００５】
ｃ）下部ノズル区画であって、通路及び／又は出口開口部を備えないことを特徴とする下
部ノズル区画；下部ノズル区画は中実であり、耐火セラミック材料からなる。典型的には
、この底部区画は、平坦（平面）であって、したがって長手方向中心軸にほとんど垂直で
あるか、又は、例えばその最も低い部分において（下から見たときに）凸状であるように
湾曲している。湾曲している場合には、この底部区画は、隣接する上の部分のノズルの水
平断面より小さな水平断面を有するノズルのその部分を同様に画定することができる。
湾曲した底部の設計は、横方向／半径方向出口開口部の下端の下の所定の距離におけるノ
ズルの部分のような、特許文献１に規定されているいわゆる「ノーズ部分（ｎｏｓｅ　ｐ
ｏｒｔｉｏｎ）」を提供する。
【０００６】
　耐火セラミック材料からなる上部区画及び中央区画の両方は、円柱状の形状を有するこ
とができる。その使用によって、少なくとも中央区画の下部、及び対応して下部ノズル区
画は、他の区画のように円柱状の形状を有するか、又は別様に、例えば楕円、長方形、若
しくはその種の非円形の断面を有するように設計することができる。この設計は、とりわ
け薄いスラブの鋳造プロセスに使用され、同様に特許文献１によって説明されている。
【０００７】
　このタイプのノズルによって、金属の流れは前記入口開口部（入口ポート）を介して前
記通路中に流れ、この通路を２つの出口開口部（出口ポート）を通じて半径（横）方向（
言い換えると、ノズルの長手方向中心軸に垂直な方向）へ出る。
【０００８】
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　特許文献１に記載されているように、この半径方向の流出は、ノズルの出口ポートを出
た後の金属の流れがインゴットの鋳型の隣接する壁に衝突し、それによってストランドの
薄い凝固した外側シェルの望ましくない損耗を生じさせるので、問題を生じる場合がある
。
【０００９】
　そのような衝撃による損耗を避けるために、特許文献１は、出口開口部それぞれと、鋳
型の内面と、の間の籠状の中間遮蔽システムを開示している。したがって、鋳型及び／又
はストランドの外側シェル上への金属の流れのすべての直接的な衝撃は回避することがで
きるが、ノズルの出口ポートを出る際の、又はその直後の関連する（鋳型のような）金属
学的容器中への流れに沿った、金属溶融物の乱流を効果的に減少させることはできない。
逆に、金属溶融物の乱流は、このシステムによって増加しさえし、さらなる問題及び鋳型
の上部部分（入り口区画）における溶融物の不定の凝固を引き起こす。
【００１０】
　溶融物の均一性と、その凝固とを改善するため、特に、鋳造中の（金属）ストランドの
外側シェルの不定な凝固を回避するために、ノズルの底から所定の距離だけ下における金
属流れの周りに電磁的な撹拌子を設置することが経験的に知られており、この撹拌子はス
トランドに所定の角運動量（ねじれ角）を付与する。
【００１１】
　このシステムは、たいていは適当に作用するが、対応した設備と投資を必要とする。撹
拌領域において、逆のねじれを有して到着する金属流れの場合には、実際の利点は達成さ
れない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】独国特許出願公開第２４４２９１５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　１つの金属学的ユニットから別の金属学的ユニットへの、特にノズルを介した後続のイ
ンゴットの鋳型の中への連続的な金属の流れ（粘度のような一定の物理的特徴）を可能に
する、代替的なシステムを提供することが、本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　従来技術の装置の上述の欠点を回避するために、本発明は以下の考察に基づいている：
‐改良のための最も重要な要因は、ノズルを出る際、及び出た後の溶融物の方向である。
ノズルの中の、すなわち上述した中央通路に沿った下方への金属溶融物の流れは、それが
出口開口部に達するまでは主に鉛直である。次いで、溶融物の流れは上述のように、多か
れ少なかれ水平方向（ノズルの長手方向中心軸に対して半径方向）に方向を変えられ、下
部ノズル区画の周り及び下に配置された鋳型の上部部分に入る際及び／又は後に、溶融物
の流れが主に鉛直な方向に戻る前に出口開口部を貫通する。言い換えると、溶融物の流れ
は、２つの略直角な方向の変化（偏向）によって特徴づけられている。
‐本発明の第１の、かつ重要な特徴は、金属の流れにおける「軟化された（ｓｏｆｔｅｎ
）」これらの不連続性である。これは、徹底的な研究及び水のモデリング試験によれば、
出口ポート（出口開口部）をノズルの（中央）区画から、底部又はノズルの「底部区画」
中に延在させることによって達成することができる。言い換えると、出口ポート（出口開
口部）は、ノズル全体の長手方向において、下部ノズル区画中に拡張され、その底部区画
中に下方に向かって開口する。
【００１５】
　特許文献１のノズルとは対照的に、出口開口部は、ノーズ部分の（平坦な／平板状の、
又は湾曲した）形状とは無関係に、ノズルの底部区画（ノーズ部分）中に延在する。新し
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いノズルの設計の底部は、少なくとも１つの出口開口部の下端を備えることを特徴とする
。
【００１６】
　この設計の特徴によって、対応する（又はそれぞれの）出口開口部は、金属溶融物が、
多かれ少なかれ水平な（半径方向であることが多い）方向だけでなく、鉛直な方向にも流
出することを可能にする。
【００１７】
　言い換えると、金属流れがベクトルによって特徴づけられる場合には、それはかなり大
きなベクトルの鉛直成分ＶＶ（加えて従来のベクトルの水平成分ＶＨ）を提供する。金属
流れの流れ方向を規定するベクトルの鉛直成分と水平成分との間の関係（ＶＶ／ＶＨ）は
、ノズルの中央区画及び底部区画に沿った出口開口部（出口スリット）の長さ及び幅それ
ぞれによって設定することができる。
【００１８】
　出口開口部のノズルの底部区画中への拡張は、金属の流れの、ノズルから関連する金属
学的ユニット中への途中の金属の流れのいずれかの方向転換の「急激さ（ｓｈａｒｐｎｅ
ｓｓ）」を減少させる。
【００１９】
　溶融物の主な容積は、依然として、ノズルの中央区画の下部に沿って配置された出口開
口部の部分を介して横方向に逃げることができるが、隣接する（拡張された）出口開口部
の最も低い部分は、溶融物流れを鉛直な下方に向かう動き（方向）へ曲げるように付勢し
、対応する下方へ向かう方向とねじれとを有して流出させる。
【００２０】
　ノズルの底部内の出口開口部が、溶融物の流れの対応する角運動量に関与することが見
いだされた。
【００２１】
　出口開口部は様々な断面パターンを有することができるが、好ましいパターンは水平方
向よりも鉛直方向に長い長さを有するスリット様のパターンであり、その関係は、＞２：
１、＞３：１、　＞４：１、　＞５：１、＞６：１、　＞７：１である。
【００２２】
　典型的には、出口開口部の上部及び下部の両方の幅（周方向に）はほぼ同じである。
【００２３】
‐本発明の第２の特徴は、出口開口部の半径方向／横方向の方向付けである。長手方向中
心軸を備える平面に平行な平面に対して傾斜したスリット状の開口部は、金属の流れ内の
大きな角運動量を達成する／実行するのに好ましい。
‐開口部（特にスリット）の数及び配置に依存して、並びに中央ノズル区画の下部の設計
に依存して、＞５°、　＞８°、　＞１２°、　＞２０°、＞３０°の角度αを有する傾
斜が最も好適である。ノズルの長手方向中心軸を含む平面に対する５度～４５度の角度は
、金属流れに、ほとんどの用途において好ましい１０度～３０度の角度を有する所定の接
戦方向の流れ方向を与える。
‐開口部それぞれの対向する鉛直方向の境界表面は、必要とされる角運動量に依存して、
平坦である（平面）又は湾曲している、互いに対して平行である又は異なる傾斜／曲率を
有することができる。
‐出口開口部の数は、変形され、改良された流出パターンを達成するためのさらなる特徴
である。従来技術の装置は、２つの対向する出口開口部を特徴とする。互いに対して１２
０度だけオフセットした３つの出口開口部、好ましくはこれもまた互いに対して同じ角度
だけオフセットした４つの、５つの、６つ又はそれ以上の出口開口部が、溶融物流れとそ
の角度的ねじれに影響を与えるための任意の特徴である。
【００２４】
　この知識に基づいて、本発明は、その最も一般的な実施形態において、以下の特徴を備
える浸漬型入口ノズルによって説明することができる。
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‐長手方向中心軸を有する略円筒状の本体、及び使用位置においてノズルの上端であるノ
ズルの第１の端部における入口ポートから、使用位置においてノズルの下端であるノズル
の第２の端部に向かって延びる通路
‐ノズルの第２の端部は、平坦であるか、又は外側から見たときに凸状であるかのいずれ
かである底部を提供する
‐前記通路は少なくとも１つの出口ポートに合流し、出口ポートは長いスリットとして設
計され、このスリットは、底部まで所定の距離を有する所定の位置から、前記底部の中に
連続的に伸びる
【００２５】
　言い換えると、従来技術のノズルは、閉塞された底部によって特徴づけられ、いずれの
出口開口部も単にノズルの中央区画の下部の円柱状の壁に沿って配置されているにすぎな
いが、新しい設計は出口開口部を提供し、この出口開口部の下部はノズルの底部中に延在
して、金属溶融物が少なくとも部分的に鉛直な流れ方向に流出することを可能とし、この
拡張された出口開口部は、所定のねじれを有して流出する金属流れを提供することを可能
にする。
【００２６】
　スリットは、長手方向中心軸を備える平面に平行な平面に延在する長い側壁を有するこ
とができる。
【００２７】
　代替的な実施形態において、スリットは、長手方向中心軸を備える平面に対して＜４５
度の角度で配置された平面内に延在する長い側壁を有して、流出する金属流れに所定のね
じれを付与する。
【００２８】
　スリットは、鉛直であるか、又は鉛直に対して所定の角度を有するかのいずれかの線形
の延長部を有することができる。
【００２９】
　一の実施形態によれば、スリットはスパイラル状又はヘリックス状の延長部を有し、こ
の延長部は流出する金属流れ中にさらなる角運動量を生じさせる。
【００３０】
　スリットの長さ及び幅は、ノズル及び鋳造条件によって変化させることができる。上述
の利点は、ノズル底部の表面の（合計で）５～５０％（通常は１０～３０％）に亘って延
在する１つ以上のスリット、及び／又はその幅の３倍以上の長さを有する１つのスリット
によって、最高の状態で達成することができる。
【００３１】
　多くのさらなる改良を、ノズルの外周面に沿って、互いに同一の角度で、好ましくは回
転対称の態様で配置された、いくつかのスリットによって達成することができる。
【００３２】
　本発明のさらなる特徴を、従属請求項及び他の出願書類から得ることができる。
【００３３】
　本発明は、図的な説明を示す添付の図面を参照して以下に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】新しいノズルの第１の実施形態の側面図である。
【図２】図１のノズルのノーズ部分の拡大図である。
【図３】図２によるノーズ部分を下から見た斜視図である。
【図４】新しいノズルの第２の実施形態の側面図である。
【図５】図４のノズルのノーズ部分の拡大図である。
【図６】図５によるノーズ部分を下から見た斜視図である。
【図７】新しいノズルの第３の実施形態の下部中央区画及び底部の、下から見た斜視図で
ある。
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【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図面において、同一の符号は同一の部品又は同様の機能（技術用語において）を有する
部品を特定するために使用されている。
【００３６】
　図１は、
‐入口ポート１２を有する上部区画１０と、
‐通路１６を備える中央区画１４であって、この通路１６は前記入口ポート１２から出口
ポート１８まで延在する中央区画１４において、通路１６は、耐火性セラミックのノズル
壁２４（筒状本体）の内壁２０によって区切られている、中央区画１４と、
‐ドーム状（外側から見たときに凸状）に形成され、ノズルの外径が縮径する（線Ａによ
って特徴づけられている）ノズルの部分からノズルの最も下部（線Ｂによって特徴づけら
れている）まで延在する、下部部分２２と、を備える、
‐筒状本体
を有するロッドとして形成された、浸漬型入口ノズルを示している。
【００３７】
　出口ポート１８は、ノズルの外壁２４の周りに、互いに対して同一の距離に配置された
４つのスリット状の出口開口部１８．１～１８．４（図３）に分割されている。
【００３８】
　スリット１８．１～１８．４のそれぞれは、
‐ノズルの中央区画１４の下部領域に配置された上端（線Ｃによって特徴づけられている
）から底部２２中に、そしてさらに線Ｄによって特徴づけられた領域へとさらに下方に向
かって延在し、
‐その幅の約１０倍の長さを有し、
‐上端と下端との間にらせん形／スパイラル形／へリックス形の形状を有し、
‐ノズルの長手方向中心軸ＬＡを備える平面に平行な側壁１８ｗを有する。
【００３９】
　したがって、金属はノズルに１２を介して入り、通路１６を通じて前記ノズルの下端に
向かって流れ、４つのスリット状の出口開口部１８．１～１８．４によってノズルから出
る。
【００４０】
　これらスリット１８．１～１８．４の形状と配置の故に、ノズルから出る金属流れは、
鉛直な（下方に向かう）流れ成分（底部区画２２におけるスリットの下部によって主に引
き起こされる）及び角運動量（主にスリット１８．１～１８．４のへリックス形状と底部
区画２２におけるスリットの下部とによって引き起こされる）を有し、角運動量は、乱流
及び対応する鋳型の隣接する壁との衝突を減少させる。
【００４１】
　図４～６の実施形態は、軸ＬＡに垂直なこの実施形態においては底部２２が平坦である
ので、図１～３の実施形態と異なり、底部区画２２の上端及び下端は、図１～３に従って
線Ａ、Ｂによってこれもまた表されている底部２２の上部及び下部の平坦な表面によって
画定される。
【００４２】
　出口スリット１８．１～１８．４の下部は、前記水平な底部１８（図６）に沿って延在
し、すなわち前記底部１８を貫通し、したがってこれら底部開口部を出るときに、溶融物
に大きな鉛直かつねじれた成分を与える。
【００４３】
　図７は、以下の相違点を有する、図４～６の実施形態に類似する実施形態を開示してい
る。
‐１つのスリット１８．１しか有さない
‐このスリット１８．１は、線形の延長部を有する
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‐このスリット１８．１とその側壁とは、鉛直に対して傾斜している
【００４４】
　図７による実施形態は、とりわけ図１～６による２つ以上のスリットの実施によって、
又は別の方法で補正することができる。
【符号の説明】
【００４５】
１２　　　入口ポート
１６　　　通路
１８　　　出口ポート
１８ｗ　　側壁
２２　　　底部
ＬＡ　　　長手方向中心軸

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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